
５ 文 科 高 第 2 3 0 1 号 

医 政 発 0 3 2 9 第 ４ 号 

令 和 ６ 年 ３ 月 2 9 日 

各国公私立大学長 

各都道府県知事 

文部科学省高等教育局長 

（ 公 印 省 略 ） 

厚生労働省医政局長 

 （ 公 印 省 略 ） 

言語聴覚士学校養成所指定規則の一部を改正する省令の公布について（通知） 

言語聴覚士学校養成所指定規則の一部を改正する省令（令和６年文部科学省・厚生労働省

令第１号）については、別紙のとおり令和６年３月 29日に公布されました。 

改正の内容は下記のとおりですので、貴職におかれましては、これを御了知いただくとと

もに、都道府県におかれましては、貴管内の市町村（特別区を含む。）、保健所、関係団体等

に対し、周知をお願いいたします。 

記 

１．改正の趣旨 

〇 言語聴覚士学校養成所指定規則（平成 10年文部省・厚生省令第２号。以下「指定規則」

という。）第４条においては、文部科学大臣及び都道府県知事が行う言語聴覚士法（平成

９年法律第 132号。以下「法」という。）第 33条第１号から第３号まで及び第５号に規定

する学校又は言語聴覚士養成所の指定に係る基準について定めており、当該基準の一つと

して、同条第１号に規定する学校又は言語聴覚士養成所については指定規則別表第一に、

同条第２号、第３号及び第５号に規定する学校又は言語聴覚士養成所については指定規則

別表第二に、それぞれ定める教育内容を行うものであることとしている。 

○ 今般、超高齢社会の進展に伴う障害の重度化と病態の複雑化への対応、地域包括ケアシ

ステム、放課後等デイサービス、特別支援学校・学級等における専門職としてのニーズの

拡大等による言語聴覚士を取り巻く環境の変化に対応するため、「言語聴覚士学校養成所

カリキュラム等改善検討会」において、言語聴覚士養成所等における教育内容の見直し等

について検討が行われ、令和５年９月に報告書がとりまとめられた。 

〇 当該報告書においては、指定規則別表に定める教育内容等について、 

・ 教育内容の見直しを行うとともに、法第 33 条第１号の学校又は言語聴覚士養成所の

総単位数を現行の 93 単位から 101 単位に、同条第２号、第３号及び第５号の学校又は

言語聴覚士養成所の総単位数を 73単位から 81単位に引き上げること 

殿 
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・ 臨床実習前後の知識・技能に関する到達度評価及び臨床実習後の振り返りを必修とし

て行うこと 

・ 指定規則第４条第１項第４号及び第５号、同条第２項第４号及び第５号並びに同条第

３項第３号及び第４号に定める専任教員の数について、総単位数の引き上げに伴ってそ

れぞれ１名ずつ追加すること 

等の方向性が示されており、これを踏まえ、指定規則について所要の改正を行う。 

２．改正の概要 

○ 指定規則第４条第１項第４号及び第５号、同条第２項第４号及び第５号並びに同条第

３項第３号及び第４号に定める専任教員の数について、それぞれ１名ずつ追加する。 

○ 言語聴覚士である専任教員は、次に掲げる要件のいずれかを満たす者であることとす

る。

・ 法第２条に規定する業務（以下「言語聴覚士の業務」という。）を５年以上業とし

て行った者であって、厚生労働大臣の指定する講習会を修了したものであること

・ 言語聴覚士の業務を５年以上業として行った者であって、大学において教育学に関

する科目を４単位以上修め、当該大学を卒業したものであること

・ 言語聴覚士の業務を３年以上業として行った者であって、大学院において教育学に

関する科目を４単位以上修め、当該大学院の課程を修了したものであること

○ 指定規則別表第１について、教育内容及び単位数を下記のように改正する。

改正前 改正後 

教育内容 単位数 教育内容 単位数 

基 

礎 

分 

野 

人文科学二科目 ２ 
基 

礎 

分 

野 

科学的思考の基礎 

人間と生活 

社会の理解 

言語聴覚療法の基盤 

20 

社会科学二科目 ２ 

自然科学二科目 ２ 

外国語 ４ 

保健体育 ２ 

専

門

基

礎

分

野 

基礎医学 
３ 

専

門

基

礎

分

野 

人体のしくみ・疾病と治

療 
15 

臨床医学 ６ 削る 削る 

臨床歯科医学 １ 削る 削る 

音声・言語・聴覚医学 ３ 削る 削る 

心理学 ７ 心の働き ７ 

言語学 
２ 

言語とコミュニケーシ

ョン 
９ 

音声学 ２ 削る 削る 

音響学 ２ 削る 削る 

言語発達学 １ 削る 削る 

社会福祉・教育 ２ 
社会保障・教育とリハビ

リテーション
１ 
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専

門

分

野 

言語聴覚障害学総論 ４ 専

門

分

野 

言語聴覚障害学総論 ２ 

新設 新設 言語聴覚療法管理学 ２ 

失語・高次脳機能障害学 ６ 失語・高次脳機能障害学 ６ 

言語発達障害学 ６ 言語発達障害学 ６ 

発声発語・嚥下障害学 ９ 発声発語・摂食嚥下障害

学 

９ 

聴覚障害学 ７ 聴覚障害学 ７ 

新設 新設 地域言語聴覚療法学 ２ 

臨床実習 12 臨床実習 15 

選択必修分野 ８ 削る 削る 

合計 93 合計 101 

○ 指定規則別表第２について、教育内容及び単位数を下記のように改正する。

改正前 改正後 

教育内容 単位数 教育内容 単位数 

専

門

基

礎

分

野 

基礎医学 ３ 専

門

基

礎

分

野 

人体のしくみ・疾病と治

療 
15 

臨床医学 ６ 削る 削る 

臨床歯科医学 １ 削る 削る 

音声・言語・聴覚医学 ３ 削る 削る 

心理学 ７ 心の働き ７ 

言語学 
２ 

言語とコミュニケーシ

ョン 
９ 

音声学 ２ 削る 削る 

音響学 ２ 削る 削る 

言語発達学 １ 削る 削る 

社会福祉・教育 ２ 
社会保障・教育とリハビ

リテーション
１ 

専

門

分

野 

言語聴覚障害学総論 ４ 専

門

分

野 

言語聴覚障害学総論 ２ 

新設 新設 言語聴覚療法管理学 ２ 

失語・高次脳機能障害学 ６ 失語・高次脳機能障害学 ６ 

言語発達障害学 ６ 言語発達障害学 ６ 

発声発語・嚥下障害学 ９ 発声発語・摂食嚥下障害

学 

９ 

聴覚障害学 ７ 聴覚障害学 ７ 

新設 新設 地域言語聴覚療法学 ２ 

臨床実習 12 臨床実習 15 

合計 73 合計 81 
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○ その他所要の改正を行うとともに、所要の経過措置を設ける。

３．施行日 

令和６年４月１日（ただし、言語聴覚士である専任教員の要件等については令和８年 

４月１日から、専任教員の数については令和９年４月１日から施行する。） 

以上 
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令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報
〇
文
部
科
学
省

厚
生
労
働
省
令
第
一
号

言
語
聴
覚
士
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
四
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
言
語
聴
覚
士
学
校
養
成
所
指
定
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

文
部
科
学
大
臣

盛
山

正
仁

厚
生
労
働
大
臣

武
見

敬
三


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言
語
聴
覚
士
学
校
養
成
所
指
定
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

言
語
聴
覚
士
学
校
養
成
所
指
定
規
則
（
平
成
十
年
文
部
省

厚
生
省
令
第
二
号
。
以
下
「
指
定
規
則
」
と
い
う
。）の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
学
校
及
び
養
成
所
の
指
定
基
準
）

（
学
校
及
び
養
成
所
の
指
定
基
準
）

第
四
条

法
第
三
十
三
条
第
一
号
の
学
校
及
び
養
成
所
の
指
定
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
四
条

法
第
三
十
三
条
第
一
号
の
学
校
及
び
養
成
所
の
指
定
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

四

別
表
第
一
に
掲
げ
る
各
科
目
を
教
授
す
る
の
に
適
当
な
数
の
教
員
を
有
し
、
か
つ
、
そ
の
う
ち
六
人
（
一

学
年
に
二
学
級
以
上
を
有
す
る
学
校
又
は
養
成
所
に
あ
っ
て
は
、
一
学
級
増
す
ご
と
に
三
を
加
え
た
数
）
以

上
は
医
師
、
歯
科
医
師
、
言
語
聴
覚
士
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
学
識
経
験
を
有
す
る
者
（
以
下「
医
師
等
」

と
い
う
。）で
あ
る
専
任
教
員
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
医
師
等
で
あ
る
専
任
教
員
の
数
は
、
当
該
学
校
又
は

養
成
所
が
設
置
さ
れ
た
年
度
に
あ
っ
て
は
四
人
（
一
学
年
に
二
学
級
以
上
を
有
す
る
学
校
又
は
養
成
所
に

あ
っ
て
は
、
一
学
級
増
す
ご
と
に
一
を
加
え
た
数
）、
そ
の
翌
年
度
に
あ
っ
て
は
五
人
（
一
学
年
に
二
学
級

以
上
を
有
す
る
学
校
又
は
養
成
所
に
あ
っ
て
は
、
一
学
級
増
す
ご
と
に
二
を
加
え
た
数
）
と
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

四

別
表
第
一
に
掲
げ
る
各
科
目
を
教
授
す
る
の
に
適
当
な
数
の
教
員
を
有
し
、
か
つ
、
そ
の
う
ち
五
人
（
一

学
年
に
二
学
級
以
上
を
有
す
る
学
校
又
は
養
成
所
に
あ
っ
て
は
、
一
学
級
増
す
ご
と
に
三
を
加
え
た
数
）
以

上
は
医
師
、
歯
科
医
師
、
言
語
聴
覚
士
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
学
識
経
験
を
有
す
る
者
（
以
下「
医
師
等
」

と
い
う
。）で
あ
る
専
任
教
員
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
医
師
等
で
あ
る
専
任
教
員
の
数
は
、
当
該
学
校
又
は

養
成
所
が
設
置
さ
れ
た
年
度
に
あ
っ
て
は
三
人
（
一
学
年
に
二
学
級
以
上
を
有
す
る
学
校
又
は
養
成
所
に

あ
っ
て
は
、
一
学
級
増
す
ご
と
に
一
を
加
え
た
数
）、
そ
の
翌
年
度
に
あ
っ
て
は
四
人
（
一
学
年
に
二
学
級

以
上
を
有
す
る
学
校
又
は
養
成
所
に
あ
っ
て
は
、
一
学
級
増
す
ご
と
に
二
を
加
え
た
数
）
と
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

五

専
任
教
員
の
う
ち
少
な
く
と
も
四
人
は
、
言
語
聴
覚
士
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
言
語
聴
覚
士
で
あ
る
専

任
教
員
の
数
は
、
当
該
学
校
又
は
養
成
所
が
設
置
さ
れ
た
年
度
に
あ
っ
て
は
二
人
、
そ
の
翌
年
度
に
あ
っ
て

は
三
人
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

五

専
任
教
員
の
う
ち
少
な
く
と
も
三
人
は
、
免
許
を
受
け
た
後
法
第
二
条
に
規
定
す
る
業
務
を
五
年
以
上
業

と
し
て
行
っ
た
言
語
聴
覚
士
（
以
下
「
業
務
経
験
五
年
以
上
の
言
語
聴
覚
士
」
と
い
う
。）で
あ
る
こ
と
。
た

だ
し
、
業
務
経
験
五
年
以
上
の
言
語
聴
覚
士
で
あ
る
専
任
教
員
の
数
は
、
当
該
学
校
又
は
養
成
所
が
設
置
さ

れ
た
年
度
に
あ
っ
て
は
一
人
、
そ
の
翌
年
度
に
あ
っ
て
は
二
人
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

六

言
語
聴
覚
士
で
あ
る
専
任
教
員
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
者
で
あ
る
こ
と
。

（
新
設
）

イ

法
第
二
条
に
規
定
す
る
業
務
（
以
下
「
言
語
聴
覚
士
の
業
務
」
と
い
う
。）を
五
年
以
上
業
と
し
て
行
っ

た
者
で
あ
っ
て
、
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
講
習
会
を
修
了
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

言
語
聴
覚
士
の
業
務
を
五
年
以
上
業
と
し
て
行
っ
た
者
で
あ
っ
て
、
学
校
教
育
法
に
基
づ
く
大
学
に
お

い
て
教
育
学
に
関
す
る
科
目
を
四
単
位
以
上
修
め
、
当
該
大
学
を
卒
業
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ

言
語
聴
覚
士
の
業
務
を
三
年
以
上
業
と
し
て
行
っ
た
者
で
あ
っ
て
、
学
校
教
育
法
に
基
づ
く
大
学
院
に

お
い
て
教
育
学
に
関
す
る
科
目
を
四
単
位
以
上
修
め
、
当
該
大
学
院
の
課
程
を
修
了
し
た
も
の
で
あ
る
こ

と
。

七
〜
十
四

（
略
）

六
〜
十
三

（
略
）

２

法
第
三
十
三
条
第
二
号
の
学
校
及
び
養
成
所
の
指
定
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

法
第
三
十
三
条
第
二
号
の
学
校
及
び
養
成
所
の
指
定
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

四

別
表
第
二
に
掲
げ
る
各
科
目
を
教
授
す
る
の
に
適
当
な
数
の
教
員
を
有
し
、
か
つ
、
そ
の
う
ち
四
人
（
一

学
年
に
二
学
級
以
上
を
有
す
る
学
校
又
は
養
成
所
に
あ
っ
て
は
、
一
学
級
増
す
ご
と
に
一
を
加
え
た
数
）
以

上
は
医
師
等
で
あ
る
専
任
教
員
で
あ
る
こ
と
。

四

別
表
第
二
に
掲
げ
る
各
科
目
を
教
授
す
る
の
に
適
当
な
数
の
教
員
を
有
し
、
か
つ
、
そ
の
う
ち
三
人
（
一

学
年
に
二
学
級
以
上
を
有
す
る
学
校
又
は
養
成
所
に
あ
っ
て
は
、
一
学
級
増
す
ご
と
に
一
を
加
え
た
数
）
以

上
は
医
師
等
で
あ
る
専
任
教
員
で
あ
る
こ
と
。

五

専
任
教
員
の
う
ち
少
な
く
と
も
二
人
は
、
言
語
聴
覚
士
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
言
語
聴
覚
士
で
あ
る
専

任
教
員
の
数
は
、
当
該
学
校
又
は
養
成
所
が
設
置
さ
れ
た
年
度
に
あ
っ
て
は
一
人
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

五

専
任
教
員
の
う
ち
少
な
く
と
も
一
人
は
、
業
務
経
験
五
年
以
上
の
言
語
聴
覚
士
で
あ
る
こ
と
。

六

前
項
第
六
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

六

前
項
第
六
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

３

法
第
三
十
三
条
第
三
号
の
学
校
及
び
養
成
所
の
指
定
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

３

法
第
三
十
三
条
第
三
号
の
学
校
及
び
養
成
所
の
指
定
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）
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三

別
表
第
二
に
掲
げ
る
各
科
目
を
教
授
す
る
の
に
適
当
な
数
の
教
員
を
有
し
、
か
つ
、
そ
の
う
ち
五
人
（
一

学
年
に
二
学
級
以
上
を
有
す
る
学
校
又
は
養
成
所
に
あ
っ
て
は
、
一
学
級
増
す
ご
と
に
二
を
加
え
た
数
）
以

上
は
医
師
等
で
あ
る
専
任
教
員
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
医
師
等
で
あ
る
専
任
教
員
の
数
は
、
当
該
学
校
又

は
養
成
所
が
設
置
さ
れ
た
年
度
に
あ
っ
て
は
四
人
（
一
学
年
に
二
学
級
以
上
を
有
す
る
学
校
又
は
養
成
所
に

あ
っ
て
は
、
一
学
級
増
す
ご
と
に
一
を
加
え
た
数
）
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三

別
表
第
二
に
掲
げ
る
各
科
目
を
教
授
す
る
の
に
適
当
な
数
の
教
員
を
有
し
、
か
つ
、
そ
の
う
ち
四
人
（
一

学
年
に
二
学
級
以
上
を
有
す
る
学
校
又
は
養
成
所
に
あ
っ
て
は
、
一
学
級
増
す
ご
と
に
二
を
加
え
た
数
）
以

上
は
医
師
等
で
あ
る
専
任
教
員
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
医
師
等
で
あ
る
専
任
教
員
の
数
は
、
当
該
学
校
又

は
養
成
所
が
設
置
さ
れ
た
年
度
に
あ
っ
て
は
三
人
（
一
学
年
に
二
学
級
以
上
を
有
す
る
学
校
又
は
養
成
所
に

あ
っ
て
は
、
一
学
級
増
す
ご
と
に
一
を
加
え
た
数
）
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

四

専
任
教
員
の
う
ち
少
な
く
と
も
三
人
は
、
言
語
聴
覚
士
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
言
語
聴
覚
士
で
あ
る
専

任
教
員
の
数
は
、
当
該
学
校
又
は
養
成
所
が
設
置
さ
れ
た
年
度
に
あ
っ
て
は
二
人
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

四

専
任
教
員
の
う
ち
少
な
く
と
も
二
人
は
、
業
務
経
験
五
年
以
上
の
言
語
聴
覚
士
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、

業
務
経
験
五
年
以
上
の
言
語
聴
覚
士
で
あ
る
専
任
教
員
の
数
は
、
当
該
学
校
又
は
養
成
所
が
設
置
さ
れ
た
年

度
に
あ
っ
て
は
一
人
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

五

第
一
項
第
六
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
、
及
び
前
項
第
三
号
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五

第
一
項
第
六
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
、
及
び
前
項
第
三
号
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

４

法
第
三
十
三
条
第
五
号
の
学
校
及
び
養
成
所
の
指
定
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

４

法
第
三
十
三
条
第
五
号
の
学
校
及
び
養
成
所
の
指
定
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

第
一
項
第
六
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
、
第
二
項
第
三
号
及
び
前
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
該
当
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

第
一
項
第
六
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
、
第
二
項
第
三
号
及
び
前
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
該
当
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
。

附

則

附

則

（
施
行
期
日
）

こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
年
九
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

１

こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
年
九
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
学
校
又
は
養
成
所
の
指
定
基
準
の
経
過
的
特
例
）

（
削
る
）

２

第
四
条
第
一
項
第
五
号
、
第
二
項
第
五
号
及
び
第
三
項
第
四
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
二
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
、
第
四
条
第
一
項
第
五
号
本
文
中
「
免
許
を
受
け
た
後
法
第
二
条
に
規

定
す
る
業
務
を
五
年
以
上
業
と
し
て
行
っ
た
言
語
聴
覚
士
（
以
下
「
業
務
経
験
五
年
以
上
の
言
語
聴
覚
士
」
と

い
う
。）」
と
あ
る
の
は
「
適
法
に
法
第
二
条
に
規
定
す
る
業
務
を
五
年
以
上
業
と
し
て
行
っ
た
者
」
と
、
同
条

第
一
項
第
五
号
た
だ
し
書
、
第
二
項
第
五
号
及
び
第
三
項
第
四
号
中
「
業
務
経
験
五
年
以
上
の
言
語
聴
覚
士
」

と
あ
る
の
は
「
適
法
に
法
第
二
条
に
規
定
す
る
業
務
を
五
年
以
上
業
と
し
て
行
っ
た
者
」
と
し
、
平
成
十
二
年

四
月
一
日
か
ら
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
、
同
条
第
一
項
第
五
号
本
文
中
「
免
許
を

受
け
た
後
法
第
二
条
に
規
定
す
る
業
務
を
五
年
以
上
業
と
し
て
行
っ
た
言
語
聴
覚
士
（
以
下
「
業
務
経
験
五
年

以
上
の
言
語
聴
覚
士
」
と
い
う
。）」
と
あ
る
の
は
「
適
法
に
法
第
二
条
に
規
定
す
る
業
務
を
五
年
以
上
業
と
し

て
行
い
、
か
つ
、
言
語
聴
覚
士
の
免
許
を
受
け
て
い
る
者
」
と
、
同
条
第
一
項
第
五
号
た
だ
し
書
、
第
二
項
第

五
号
及
び
第
三
項
第
四
号
中
「
業
務
経
験
五
年
以
上
の
言
語
聴
覚
士
」
と
あ
る
の
は
「
適
法
に
法
第
二
条
に
規

定
す
る
業
務
を
五
年
以
上
業
と
し
て
行
い
、
か
つ
、
言
語
聴
覚
士
の
免
許
を
受
け
て
い
る
者
」
と
す
る
。

別
表
第
一
（
第
四
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
四
条
関
係
）

教

育

内

容

単
位
数

備

考

教

育

内

容

単
位
数

備

考

基
礎
分
野

科
学
的
思
考
の
基
礎



（
削
る
）

基
礎
分
野

人
文
科
学
二
科
目

二

一
科
目
は
統
計
学
と
す
る
こ
と
。

人
間
と
生
活

社
会
科
学
二
科
目

二

社
会
の
理
解

自
然
科
学
二
科
目

二

言
語
聴
覚
療
法
の
基
盤

外
国
語

四

保
健
体
育

二

専
門
基
礎
分
野

人
体
の
し
く
み
・
疾
病
と

治
療

十
五

医
用
画
像
の
評
価
、
救
急
救
命
の
基
礎
的
知

識
を
含
む
。

専
門
基
礎
分
野

基
礎
医
学

三

医
学
総
論
、
解
剖
学
、
生
理
学
及
び
病
理
学

を
含
む
。

二
十
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7



（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

臨
床
医
学

六

内
科
学
、
小
児
科
学
、
精
神
医
学
、
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
医
学
、
耳
鼻
咽い

ん

喉こ
う

科
学
、
臨

床
神
経
学
及
び
形
成
外
科
学
を
含
む
。

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

臨
床
歯
科
医
学

一

口
腔く

う

外
科
学
を
含
む
。

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

音
声
・
言
語
・
聴
覚
医
学

三

神
経
系
の
構
造
、
機
能
及
び
病
態
を
含
む
。

心
の
働
き

七

（
削
る
）

心
理
学

七

心
理
測
定
法
を
含
む
。

言
語
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン

九

言
語
学

二

（
削
る
）

（
削
る
）

音
声
学

二

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

音
響
学

二

聴
覚
心
理
学
を
含
む
。

（
削
る
）

（
削
る
）

言
語
発
達
学

一

社
会
保
障
・
教
育
と
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

一

（
削
る
）

社
会
福
祉
・
教
育

二

社
会
保
障
制
度
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
概

論
及
び
関
係
法
規
を
含
む
。

専
門
分
野

言
語
聴
覚
障
害
学
総
論

二

専
門
分
野

言
語
聴
覚
障
害
学
総
論

四

言
語
聴
覚
療
法
管
理
学

二

（
新
設
）

（
新
設
）

失
語
・
高
次
脳
機
能
障
害

学

六

失
語
・
高
次
脳
機
能
障
害

学

六

言
語
発
達
障
害
学

六

（
削
る
）

言
語
発
達
障
害
学

六

脳
性
麻
痺ひ

及
び
学
習
障
害
を
含
む
。

発
声
発
語
・
摂
食
嚥え

ん

下
障

害
学

九

（
削
る
）

発
声
発
語
・
嚥え
ん

下
障
害
学

九

吃き
つ

音
を
含
む
。

聴
覚
障
害
学

七

（
削
る
）

聴
覚
障
害
学

七

聴
力
検
査
並
び
に
補
聴
器
及
び
人
工
内
耳
を

含
む
。

地
域
言
語
聴
覚
療
法
学

二

（
新
設
）

（
新
設
）

臨
床
実
習

十
五

実
習
時
間
の
三
分
の
二
以
上
は
医
療
提
供
施

設
（
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百

五
号
）
第
一
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
医

療
提
供
施
設
（
薬
局
及
び
助
産
所
を
除
く
。）

を
い
う
。以
下
同
じ
。）に
お
い
て
行
う
こ
と
。

ま
た
、
医
療
提
供
施
設
に
お
い
て
行
う
実
習

の
う
ち
八
単
位
以
上
は
病
院
又
は
診
療
所
に

お
い
て
行
う
こ
と
。

臨
床
実
習

十
二

実
習
時
間
の
三
分
の
二
以
上
は
病
院
又
は
診

療
所
に
お
い
て
行
う
こ
と
。

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

選
択
必
修
分
野

八

専
門
基
礎
分
野
又
は
専
門
分
野
を
中
心
と
し

て
講
義
又
は
実
習
を
行
う
こ
と
。

合

計

百
一

合

計

九
十
三

備
考

一
・
二

（
略
）

備
考

一
・
二

（
略
）

三

複
数
の
教
育
内
容
を
併
せ
て
教
授
す
る
こ
と
が
教
育
上
適
切
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
臨

床
実
習
十
五
単
位
以
上
及
び
臨
床
実
習
以
外
の
教
育
内
容
八
十
六
単
位
以
上
（
う
ち
基
礎
分
野
二
十

単
位
以
上
、
専
門
基
礎
分
野
三
十
二
単
位
以
上
及
び
専
門
分
野
三
十
四
単
位
以
上
）で
あ
る
と
き
は
、

こ
の
表
の
教
育
内
容
ご
と
の
単
位
数
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

三

複
数
の
教
育
内
容
を
併
せ
て
教
授
す
る
こ
と
が
教
育
上
適
切
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
臨

床
実
習
十
二
単
位
以
上
及
び
臨
床
実
習
以
外
の
教
育
内
容
八
十
一
単
位
以
上
（
う
ち
基
礎
分
野
十
二

単
位
以
上
、
専
門
基
礎
分
野
二
十
九
単
位
以
上
、
専
門
分
野
三
十
二
単
位
以
上
及
び
選
択
必
修
分
野

八
単
位
以
上
）
で
あ
る
と
き
は
、こ
の
表
の
教
育
内
容
ご
と
の
単
位
数
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
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四

臨
床
実
習
の
う
ち
、
一
単
位
は
学
校
又
は
養
成
所
に
お
い
て
、
技
能
修
得
到
達
度
評
価
（
医
療
提

供
施
設
に
お
け
る
臨
床
実
習
を
実
施
す
る
前
に
、
医
療
提
供
施
設
に
お
け
る
臨
床
実
習
を
行
う
た
め

に
必
要
な
技
能
及
び
態
度
が
修
得
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
の
実
技
試
験
及
び
指
導
並
び

に
医
療
提
供
施
設
に
お
け
る
臨
床
実
習
を
実
施
し
た
後
に
、
医
療
提
供
施
設
に
お
け
る
臨
床
実
習
に

お
い
て
修
得
す
べ
き
技
能
及
び
態
度
が
修
得
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
の
実
技
試
験
及
び

指
導
を
い
う
。
別
表
第
二
備
考
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。）を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
新
設
）

五

（
略
）

四

（
略
）

別
表
第
二
（
第
四
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
四
条
関
係
）

教

育

内

容

単
位
数

備

考

教

育

内

容

単
位
数

備

考

専
門
基
礎
分
野

人
体
の
し
く
み
・
疾
病
と

治
療

十
五

医
用
画
像
の
評
価
、
救
急
救
命
の
基
礎
的
知

識
を
含
む
。

専
門
基
礎
分
野

基
礎
医
学

三

医
学
総
論
、
解
剖
学
、
生
理
学
及
び
病
理
学

を
含
む
。

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

臨
床
医
学

六

内
科
学
、
小
児
科
学
、
精
神
医
学
、
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
医
学
、
耳
鼻
咽い

ん

喉こ
う

科
学
、
臨

床
神
経
学
及
び
形
成
外
科
学
を
含
む
。

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

臨
床
歯
科
医
学

一

口
腔く

う

外
科
学
を
含
む
。

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

音
声
・
言
語
・
聴
覚
医
学

三

神
経
系
の
構
造
、
機
能
及
び
病
態
を
含
む
。

心
の
働
き

七

（
削
る
）

心
理
学

七

心
理
測
定
法
を
含
む
。

言
語
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン

九

言
語
学

二

（
削
る
）

（
削
る
）

音
声
学

二

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

音
響
学

二

聴
覚
心
理
学
を
含
む
。

（
削
る
）

（
削
る
）

言
語
発
達
学

一

社
会
保
障
・
教
育
と
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

一

（
削
る
）

社
会
福
祉
・
教
育

二

社
会
保
障
制
度
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
概

論
及
び
関
係
法
規
を
含
む
。

専
門
分
野

言
語
聴
覚
障
害
学
総
論

二

専
門
分
野

言
語
聴
覚
障
害
学
総
論

四

言
語
聴
覚
療
法
管
理
学

二

（
新
設
）

（
新
設
）

失
語
・
高
次
脳
機
能
障
害

学

六

失
語
・
高
次
脳
機
能
障
害

学

六

言
語
発
達
障
害
学

六

（
削
る
）

言
語
発
達
障
害
学

六

脳
性
麻
痺ひ

及
び
学
習
障
害
を
含
む
。

発
声
発
語
・
摂
食
嚥え
ん

下
障

害
学

九

（
削
る
）

発
声
発
語
・
嚥え
ん

下
障
害
学

九

吃き
つ

音
を
含
む
。

聴
覚
障
害
学

七

（
削
る
）

聴
覚
障
害
学

七

聴
力
検
査
並
び
に
補
聴
器
及
び
人
工
内
耳
を

含
む
。

地
域
言
語
聴
覚
療
法
学

二

（
新
設
）

（
新
設
）

臨
床
実
習

十
五

実
習
時
間
の
三
分
の
二
以
上
は
医
療
提
供
施

設
に
お
い
て
行
う
こ
と
。
ま
た
、
医
療
提
供

施
設
に
お
い
て
行
う
実
習
の
う
ち
八
単
位
以

上
は
病
院
又
は
診
療
所
に
お
い
て
行
う
こ

と
。

臨
床
実
習

十
二

実
習
時
間
の
三
分
の
二
以
上
は
病
院
又
は
診

療
所
に
お
い
て
行
う
こ
と
。

合

計

八
十
一

合

計

七
十
三

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 
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備
考

一
・
二

（
略
）

備
考

一
・
二

（
略
）

三

複
数
の
教
育
内
容
を
併
せ
て
教
授
す
る
こ
と
が
教
育
上
適
切
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
臨

床
実
習
十
五
単
位
以
上
及
び
臨
床
実
習
以
外
の
教
育
内
容
六
十
六
単
位
以
上
（
う
ち
専
門
基
礎
分
野

三
十
二
単
位
以
上
及
び
専
門
分
野
三
十
四
単
位
以
上
）
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
表
の
教
育
内
容
ご
と

の
単
位
数
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

三

複
数
の
教
育
内
容
を
併
せ
て
教
授
す
る
こ
と
が
教
育
上
適
切
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
臨

床
実
習
十
二
単
位
以
上
及
び
臨
床
実
習
以
外
の
教
育
内
容
六
十
一
単
位
以
上
（
う
ち
専
門
基
礎
分
野

二
十
九
単
位
以
上
及
び
専
門
分
野
三
十
二
単
位
以
上
）
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
表
の
教
育
内
容
ご
と

の
単
位
数
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

四

臨
床
実
習
の
う
ち
、
一
単
位
は
学
校
又
は
養
成
所
に
お
い
て
、
技
能
修
得
到
達
度
評
価
を
行
う
も

の
と
す
る
。

（
新
設
）

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
指
定
規
則
（
以
下
「
新
指
定
規
則
」
と
い
う
。）第
四
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五
号
、
第
二
項
第
四
号
及
び
第
五
号
並
び
に
第
三
項
第

三
号
及
び
第
四
号
の
規
定
は
、
令
和
九
年
四
月
一
日
か
ら
、
新
指
定
規
則
第
四
条
第
一
項
第
六
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
、
第
二
項
第
六
号
、
第
三
項
第
五
号
及
び
第
四
項
第
二
号
の
規
定
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。）に
お
い
て
現
に
言
語
聴
覚
士
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
三
十
三
条
第
一
号
の
指
定
を
受
け
て
い
る
学
校
又
は
言
語
聴
覚
士
養
成
所
（
以
下
「
養
成
所
」
と
い
う
。）に
お
い

て
言
語
聴
覚
士
と
し
て
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
修
得
中
の
者
に
係
る
教
育
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、新
指
定
規
則
第
四
条
第
一
項
第
三
号
及
び
別
表
第
一
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

令
和
八
年
四
月
一
日
ま
で
に
法
第
三
十
三
条
第
二
号
の
指
定
を
受
け
て
い
る
学
校
又
は
養
成
所
に
お
い
て
言
語
聴
覚
士
と
し
て
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
修
得
中
の
者
に
係
る
教
育
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を

経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
新
指
定
規
則
第
四
条
第
二
項
第
三
号
及
び
別
表
第
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

令
和
七
年
四
月
一
日
ま
で
に
法
第
三
十
三
条
第
三
号
又
は
第
五
号
の
指
定
を
受
け
て
い
る
学
校
又
は
養
成
所
に
お
い
て
言
語
聴
覚
士
と
し
て
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
修
得
中
の
者
に
係
る
教
育
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
か
ら
起
算

し
て
三
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
新
指
定
規
則
第
四
条
第
三
項
第
五
号
（
同
条
第
二
項
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）又
は
第
四
項
第
二
号
（
同
条
第
二
項
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）及
び
別
表
第
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
条

施
行
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
、
法
第
三
十
三
条
第
二
号
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
係
る
新
指
定
規
則
第
四
条
第
二
項
第
三
号
及
び
別
表
第
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る

こ
と
が
で
き
る
。

２

施
行
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
、
法
第
三
十
三
条
第
三
号
又
は
第
五
号
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
係
る
新
指
定
規
則
第
四
条
第
三
項
第
五
号
（
同
条
第
二
項
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）又
は
第
四
項
第

二
号
（
同
条
第
二
項
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）及
び
別
表
第
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
条

新
指
定
規
則
第
四
条
第
一
項
第
六
号
の
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
、
指
定
規
則
第
四
条
第
一
項
第
五
号
中
「
免
許
を
受
け
た
後
法
第
二
条
に
規
定
す
る
業
務
を
五
年
以
上
業
と
し
て
行
っ
た
言

語
聴
覚
士
（
以
下
「
業
務
経
験
五
年
以
上
の
言
語
聴
覚
士
」
と
い
う
。）」
と
あ
る
の
は
「
次
号
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
す
言
語
聴
覚
士
（
以
下
「
要
件
該
当
言
語
聴
覚
士
」
と
い
う
。）」
と
、
同
号
並
び
に
同
条
第
二
項
第
五
号
及
び
第
三

項
第
四
号
中
「
業
務
経
験
五
年
以
上
の
言
語
聴
覚
士
」
と
あ
る
の
は
「
要
件
該
当
言
語
聴
覚
士
」
と
す
る
。

第
五
条

厚
生
労
働
大
臣
は
、
新
規
則
第
四
条
第
一
項
第
六
号
の
規
定
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
、
同
号
イ
に
規
定
す
る
講
習
会
の
指
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


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